
畜産農家の皆様へ
（その３）

１ 通常よりも高いレベルの放射線量が検出されている地
域などでは、今後、各県が牧草中の放射性物質について
調査を行い、その結果を踏まえ、事故後に収穫した粗飼
料の使用や放牧について指導を行います。

２ 放射性物質の濃度が粗飼料中の放射性物質の目安（暫
定許容値）を大きく上回る地域では、
① 牧草が収穫可能な草丈となったら、できるだけ早く

刈り取り、再生草の生育を促しましょう。
② 刈り取った草は給与せず、ほ場などで保管して下さ

い。今後、廃棄の方法等を追ってお知らせしますので、
それまでの間、堆肥への混入、すき込み、焼却等は行
わないでください。

３ 平成２３年産の飼料作物の作付けの制限は行いません
が、放射性物質の降下が続いています。そこで、収穫・
給与については、今後、作付け後の飼料作物や土壌の調
査を行い情報提供を行います。

４ その他、以下のことに気をつけましょう。
① 育成牛や肉用繁殖牛向けの粗飼料は、搾乳牛や肥育

牛と同一のものを使う場合を除き、分けて保管しまし
ょう。

② 屋外運動場は、放牧ができるようになった地域に限
り、除草などを行って利用しましょう。

このお知らせに関するお問い合わせは

生産局畜産部畜産振興課 小倉、相田
代表：03-3502-8111（内線4925）
ダイヤルイン：03-6744-2399
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（別表）放牧や事故後に収穫した粗飼料の使用が可能な地域の目安

乳用牛（経産牛及び初回 肉用牛（出荷前短くても その他の牛（乳用牛及び

交配以降の牛） 15ヶ月程度以降の牛） 肉用牛以外の牛）

セシウム ①各県内３ヶ所以上の全 ①各県内３ヶ所以上の全 定点調査または県が行う

ての定点調査地点にお ての定点調査地点にお 牧草の放射性物質測定試

いて、初回の牧草の調 いて、初回の牧草の調 験の結果が5,000Bq/kgを

査結果が300Bq/kgを下 査結果が300Bq/kgを下 下回った地域

回った県 回った県

（初回の調査結果が300 （初回の調査結果が300 注）ただし、これまでの

Bq/kgを超過した場合 Bq/kgを超過した場合 農産物の定点調査事例

は３回連続して300 は３回連続して300 の変動等を踏まえ、一

Bq/kgを下回った県） Bq/kgを下回った県） 定の数値上昇が見られ

た例があることから、

②または各県が行う粗飼 ②または各県が行う粗飼 3,000Bq/kgを１つの目

料の放射性物質測定試 料の放射性物質測定試 安として、これを超え

験実施地点を３点以上 験実施地点を３点以上 た場合は次回の結果に

含む地域において、初 含む地域において、初 おいても5,000Bq/kgを

回の試験結果が全て300 回の試験結果が全て300 下回ることを確認して

Bq/kgを下回った地域 Bq/kgを下回った地域 から判断することが望

（初回の試験結果が300 （初回の試験結果で300 ましい。

Bq/kgを超過した場合 Bq/kgを超過した場合

は３回連続して300 は３回連続して300

Bq/kgを下回った地域） Bq/kgを下回った地域）

ヨウ素 ①各県内３ヶ所以上の全 農産物の出荷制限が課さ 農産物の出荷制限が課さ

ての定点調査地点にお れていない地域 れていない地域

いて、初回の牧草の調

査結果が70Bq/kgを下

回った県

（初回の調査結果が70

Bq/kgを超過した場合

は３回連続して70Bq/kg

を下回った県）

②または各県が行う粗飼

料の放射性物質測定試

験実施地点を３点以上

含む地域において、初

回の試験結果が全て70

Bq/kgを下回った地域

（初回の試験結果が70

Bq/kgを超過した場合

は３回連続して70Bq/kg

を下回った地域）

※ 大気中の放射線量が通常のレベルであった地域にあっては、その限りでない。



原子力発電所事故を踏まえた飼料の生産・利用に関するＱ＆Ａ

（未定稿）

【通知の趣旨】

問１ 今回の技術指導通知の目的について

（答）

これまで、原発事故への対応として、大気中の放射線量が通常より

も高いレベルで検出された地域については、事故前に収穫・保管した

粗飼料を使用することや、放牧を控えることなどを指導してきました。

このような中、飼料の収穫、放牧の開始時期を迎えることから、放

射性物質の汚染状況に基づく的確な対応を行うため、粗飼料の暫定許

容値が設定されるとともに、牧草等の定点調査も開始されました。

今回の技術指導通知は、安全な飼料の生産・利用等を通じて安全な

畜産物の生産を図るための対応策として、この定点調査の結果に応じ

た生育中の牧草の利用や放牧の取扱い、新たな飼料作物の作付けなど

についての考え方を、現時点までの知見に基づいて示すものです。

今後も、粗飼料の放射性物質による汚染防止対策などについて技術

的な検討を行い、継続的に情報提供を行う予定です。

【定点調査結果が得られるまでの当面の対応】

問２ 定点調査結果が得られるまでの対応について

（答）

定点調査結果が得られるまで、大気中の放射線量が通常より高いレ

ベルで検出された地域では、引き続き事故前に収穫・保管した粗飼料

等を使用し、放牧を控えてください。

なお、現在生育中の牧草は、収穫してかまいませんが、収穫した牧

草については、青刈り給与は行わず保管してください。

【定点調査結果、粗飼料の暫定許容値を下回る場合について】

問３ 乳用牛・肉用牛の放牧や粗飼料の使用が可能な地域を判断す

るための目安となる条件（調査点数・回数など）について

（答）



放射性物質による汚染状況は、風向きや地形等により左右される可

能性があることから、これらの要素も考慮して放牧や粗飼料の使用を

判断する必要があります。

このため、乳用牛（経産牛及び初回交配以降の牛）や肉用牛（出荷

前短くても15ヶ月程度以降の牛）の放牧や粗飼料の使用が可能な地域

を判断する際の目安として、本通知では、各県における全ての定点調

査（３ヶ所以上）や地域において県が行う調査の結果（３点以上）に

おいて暫定許容値を下回る場合とします。

また、原乳等の出荷制限・解除の状況の考慮については、原乳等の

出荷制限の解除にあたり、放牧の見合わせ等を条件としている場合、

関係機関等と調整を図ることが必要となることがあります。

問４ 育成牛等の放牧や粗飼料の使用が可能な地域を判断するため

の目安となる条件について

（答）

問３の乳用牛や肉用牛以外の牛の放牧や粗飼料の使用が可能な地域

を判断する際の目安として、本通知では、乳用牛などの場合と異なり、

各地域ごとの定点調査や県の調査（各１点）において暫定許容値を下

回る場合としています。

なお、これまでの農産物の定点調査事例において、一定の数値上昇

が見られた例があることから、3,000Bq/kgを超える測定結果の場合は、

測定値の変動の可能性を鑑み、次回の調査結果も参考に判断を行うこ

とを勧めています。

【定点調査の結果、粗飼料の暫定許容値を上回る場合について】

問５ 定点調査において、暫定許容値を超えた地域の草地の取扱いに

ついて

（答）

定点調査において暫定許容値を超えた地域及び農産物での調査結果

などから超えることが想定される地域の草地においては、なるべく早

期に牧草の刈取りを行い、再生草の収穫に向けた準備に取り組んでく

ださい。その際、刈り取った草について問６により対応してください。

なお、刈り取った草がほ場に残ることを防ぐため、①適切な草丈（３

０ｃｍ以上）になってから刈取りを行う、②適切な作業速度で作業す



る等の点に留意してください。

問６ 定点調査や県の行う調査等において、暫定許容値を超えた地域

で収穫した粗飼料の取扱いについて

（答）

原子力発電所の事故以降に収穫した粗飼料については、給与を見合

わせ、ラップ等により事故以前に収穫した飼料と区分して保管してく

ださい。保管後の取扱いについては、牧草中の放射性物質の含有状況

や牛への影響等の知見の収集を踏まえ、追って情報提供します。

暫定許容値を大きく上回るなど利用が困難と見込まれる場合は、廃

棄することになりますが、改めて、その方法等について、情報提供し

ますので保管し、堆肥への混入、すきこみ・焼却等は行わないでくだ

さい。

【今後の作付け等について】

問７ 平成２３年産の飼料作物の作付けについて

（答）

飼料作物については、作付けの制限は行いません。

ただし、計画的避難区域では、概ね１ヶ月を目途に計画的避難を実

行するとされており、実態として作付けは困難になると考えられます。

緊急時避難準備区域でも、自主的避難や区域内に立ち入る際に常に

緊急時に屋内避難等ができるようにすることが求められていることか

ら、作付ける場合にも、一定の制約を受けることがあるのではないか

と考えられます。

また、土壌や作付け後の放射性物質の濃度についての調査を進め、

改めて粗飼料の収穫・使用に向けた指導を行うこととしています。

【損害補償】

問８ 放牧や粗飼料の使用が制限されることにより生じる損害への補

償について

（答）

今回の原子力発電所の事故によって生じる損害については、事故と



の相当の因果関係が認められるものについては、「原子力損害の賠償

に関する法律」に基づき適切な賠償が行われることとなります。

具体的には、今回の補償の範囲については、今後、原子力損害賠償

紛争審査会が定める原子力損害の範囲の判定指針に基づいて判断され

ることとなりますので、適切な補償が行われるよう万全を期していく

考えです。

なお、このような指針が明らかになるまでには、一定期間を要する

ため、現段階で農家が前もって準備するものとして、 飼料生産に係

る作業日誌や、資材等の購入伝票、代替飼料等の購入に係る領収書、

家畜の飼養日誌など損害が証明できる資料を保管しておいてくださ

い。

【その他】

問９ 屋外運動場の利用について

（答）

屋外運動場においては、牛が屋外運動場内で土や雑草等を摂取する

ことにより、放射性物質を摂取する可能性があります。

このため、放牧可能な地域の屋外運動場について、清掃、運動場の

周囲を含めた除草など放射性物質を牛が摂取しないような防止策が十

分に講じられる場合に限り、利用するようにしてください。

また、その他の屋外運動場についても利用可能とするため、今後、

客土による屋外運動場の放射性物質の濃度低減対策などについて知見

を収集し、追ってその対策をお知らせすることとしています。

問10 放牧や粗飼料の使用ができないことにより必要となる代替飼料

の確保について

（答）

放牧や粗飼料の使用ができないことにより必要となる代替飼料につ

いては、関係者と連携し、他の地域で生産された粗飼料の広域流通や

輸入粗飼料による確保を図ります。

粗飼料の確保が困難となることが見込まれる場合は、普段取引をし

ている農協等に早めにご相談ください。




